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厚生労働省の食育の取組  

健康日本21   



厚生労働省の食育の取組  

厚生労働省では、3つの柱で食育を推進しています  

①国民健康づ＜り運動   

「健康日本21」の推進  

②「子ども・子育て応援プラン」  
健康日本21  

に基づ＜食育の推進  

③食品の安全に関する情報提供等   



国民健康づくり運動「健康日本21」の推進  
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メタポリックシンドローム予防戦略事業  

【目的】  メタポリツクシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防には、若年期からの  
健全な食生活や運動習慣を身につけることが重要であり、望ましい  

生活習慣及び食習慣の改善に向けた取組を家庭、学校、地域等の  

社会全体で実施することにより生活習慣病予防の対策を図るものである。  

【事業内容】  

（1）若年期の肥満予防対策事業  

①子どもと保護者等の健康状態、食生活、  
身体活動の実態調査  

②親子ワークショップ、講演会等の開催  

③商店街等と連携した普及啓発及び食環境整備  

（2）壮年期を中心とした肥満及び  
メタポリツクシンドローム対策事業  

①運動施設等を活用した肥満予防・改善のための体験機会  

の   

②隻協産婆言蓮産梨払の欠食率減少に向けた取組  

（3）事業企画・評価委員会等の設置・運営   

（1）及び（2）の事業を円滑に実施するために、地域の保健医  
療■教育関係者、民間産業等を含めた栄養・食生活、運動、肥  
満対策関係者と連携をして、事業の計画策定、調査の企画・  
解析、事業の推進及び評価、事業実施報告書の作成等を行う。   



「子ども・子育て応援プラン」に基づく食育の推進  

少子化社会対策会  

（平成17～21年  

している市町村・保育所の割合100％  

妊娠潮見び授乳瀾闇、ゐ巧さんの凝凛亡藤ちや′んの凝や．甘忘発埼に   

とっこ穴傍な時期ですて  
そ（二で、この臓押に望ましい食生活ガ貿践でき邑よう、傾をとれだけ   

虔ぺ点らよい訂を一つかりやl頑く伝え蓋ための‡i謳†た作轄し諾した この   
車にl芯t日む灸夢の目安こな孟r妃涜抒の怒めの負事バランスガイド」   

と憂壬賑申の体謹増加・刀∈安とな誉「推諌体重増加毒」王子示されてい諾す魯  

◆子どもの食に関する支援マニュアル  

「楽しく食べる子どもに～食からはじまる健やかガイド」の  

作成一公表（平成16年）  

◆「乳幼児栄養調査」の実施（平成17年）  

◆「妊産婦のための食生活指針」の作成・公表（平成18年）  

◆「授乳・離乳の支援ガイド」の作成・公表（平成19年）  

ら 妊娠前から、線譲なからだづくりを  

し「主食」を中心に、   
エネルギーをしつかりと  

㌔犠清楚慧影●ミネ引レを、  
むからだづくりの謹磁となる「主薬jは温螢奄  

も年乳・乳製品などの多様な食品を組み合わせて、   
カルシウムを十分に  

＆ 妊娠中の体溢増加は、お母さんと   
赤ちゃんにとって屈ましい里に  

ら母乳将泥も、バランスのよい食生活のなかで  

＆ たばことお酒の浅から赤ちゃんを   
守り蒙しょう  

¢お母さんと赤ちやんの舗やかな毎日l丸 く  活から   

からだと心にゆとりのある生   
生まれます  

厚 生 労 働 省   

5  








